
蒻 1  明  ‐
巡蝙鱚隧濶鱚熾聰餞鼈辣颯輻





い鼈撚趾
‐
R餡 総躙鰊

||ヽ

鰺辣

早朝延長保育開始

基本保育時間開始、自由遊び

10:00 設定保育 (り トミック、製作、弩琴器ηそびなゃ、R鰻
お昼寝

鹸 繹
おやつ

15:45  自由遊び

夕方延長保育開始

自由遊び

延長保育最終時間

予ロン
※早朝延長・夕殉延長時間は別途延長保育料が必要です。
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※寺子屋は 1階です。
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開 所 時 間

基 本保育時 間

延長保育時 間

利用料金 :

◆基本保育料

日体定

:7日寺00総～ 198寺 00分 (早朝延長、夕方延長保育を含めた時間です)

:9時 00分～ 17時00分
:朝 7時00分～8時45分、夕方 17時 00分～ 1

(※ 8時 45分～9時 00分の間の延長料金はありません。)

:日 E理・ 視 日、年末年始

その他、休園ご協力日あり (詳細は施設にお尋ね<ださい)

9時00分

・基本保育時間 (9時 OO分～ 17時 OO分)内の利用の場合は、

下記の料金を頂きます。

一児
一

一榔
一

一全
一

2,000円 1,200円

◆延長保育料  ・延長保育時間 (7時 00分～8時 45分、17時 00分～ 19時 OO分 )

内の利用の場合は、下記の料金を頂きます。

‐暴杏料傘 250円 /15分

5,000円 /月

貶

定期的な利用をお考え

の方につきましては、で

きる限り年度の早い時

期(4～ 6月 頃)か ら利用

されることをお勧めし

ます。毎年 3月末で、利

用終了となる方が多<、

利用児の入れ替わりの

時期であるためです。

とりわけ 4月 からご利

用希望の方は、3月に入

りましたら、施設におPo8

い合わせ<ださい。

※例えば、35分超過の場合は、45分の料金を頂きます。

※月単位料金は前月末日までに申込が閉要です。

※延長保育料は基本保育時間のご利用を前提に設定していますので、延長保育

8寺間のみのご利用の場合は、別途基本保育料 1,200円 が必要です。

園腫轟撤じ 日時 :毎日 午前 10:30～ 11:30頃まで(※ 10:40までにはお越しください。

※天候等により室内で行う場合もあります。

場所 :やまだいふれあいの家 (岸不□田市田)台米町425番地1)

対象 :就学前の児童とその保護者

※利用‐児こ1園庭ψ室内で進んでももいます♪お気軽にお越いくばさい ∫

圃 理‐地‐図

ぽ
~V)

ф檬 北 ′ゝヽ 単 状

壼0ざ 26審銀

社会福祉法人やまだい福社会 やまだい保育塁一時保育塁

〒596‐0805岸和田市田治米町425番地 1

電話 :072-445-7585 FAX:072-445-7565
MA:L:ma::‐ boxOyamadaleed.jp HP:http:ノ ノwww.yamadai.ed.jpノ
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